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市内企業の人材確保のため、外国人材受入れに係る以下の費用を一部補助します。 

 内 容 

補助対象者 市内に事業所を有する中小企業の事業主等 

補助対象 
経費 

技能実習又は特定技能制度※により受入れた外国人材に係る以下の経費。 

①企業が監理団体又は登録支援機関へ支払う初期費用や毎月発生する管理

費等 

②企業が負担する対象従業員の家賃 
 

※【技能実習】 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則別表第2

第5号の表若しくは別表第2第6号の表に掲げる職種又は別表第2第7号の表に掲げる

印刷、製本、プラスチック成形、強化プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装、紙

器・段ボール箱製造、陶磁器工業製品製造、コンクリート製品製造若しくはRPF製造

の職種に従事する者 

※【特定技能】 

出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上

の分野等を定める省令第3号の分野に従事する者 

補助金額 対象経費の３分の２ 対象従業員１人あたり 20万円を上限とする。 

採択基準等 
・１企業あたり外国人材３人を上限とし、１人につき１回の申請に限る。 

・新たに受け入れた外国人材を対象とし、１年以内に離職した場合は補助 

金の返還を求める。 

補助金の 
申請方法 

令和７年４月１日以降に受け入れた外国人材について、次のものを十日町

市産業政策課へ提出してください。 

●補助金交付申請書（様式第 1号）、事業計画書（別紙５） 

１）監理団体又は登録支援機関との契約書の写し 

２）雇用契約等の雇用を証明する書類 

３）補助対象経費算出根拠資料（手数料積算書、対象従業員が居住する 

貸物件の賃貸借契約書の写し等） 

４）直近の納税証明書 

事業の 
完了報告 

事業が完了したら、次のものを十日町市産業政策課へ提出してください。 

●補助金実績報告書兼請求書（様式第 7号）、実績報告書（別紙 11） 

１）手数料等を負担したことを証する書類（領収書等） 

 ２）受入機関（人材紹介業者等）への毎月の管理費等を負担したことを証

する書類（領収書等） 

 ３）対象従業員が居住する賃貸物件の毎月の賃貸料を負担したことを証

する書類（領収書等） 

 ４）事業所別被保険者台帳等の対象従業員が対象経費支出期間内に中小

企業等に在籍していることが確認できる書類 

＜裏面あり＞ 

令和 7年４月１日以降に取り組んだ事業が対象 
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【お問合せ先】十日町市役所 産業政策課（電話：025-757-3139） 

留意事項 
他の公的な補助金の交付を受けている場合は、その金額を除いた額を当該

補助金の対象とします。他の補助機関では、複数の団体からの補助金併用を

不可と定めている場合がありますのでご注意ください。 

【お知らせ】 
 ９月末までに申請額が補助金予算額に達した場合は、申請受付を一旦中止
させていただき、10月以降、予算の調整ができ次第申請を再開します。 
ご了承ください。 

 

 


